
において いただきたい事項

がございます

令和５年10月開始！

事前にインボイスの交付
が遅れる旨を先方に伝え、
通知後にインボイスを交
付する

１
通知を受けるまでは登
録番号のない請求書等
を交付し、通知後に改
めてインボイスを交付
し直す

２
通知後にすでに交付した請求書
等との関連性を明らかにした上
で、インボイスに不足する登録
番号を書類やメール等でお知ら
せする

３

10月になっても、まだ

登録番号の通知が

届かないなぁ…

どうやってインボイス
を交付しよう…？

番号を入れたインボイ
スを改めて交付します

まだ番号がわからな
いので、インボイス
は後日交付します

でも、小売店だと後で

交付は難しいな… 事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店
頭にて相手方にお知らせする

事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそ
のページとレシートを併せて保存してもらう

買手側からの電話等に応じ、登録番号
をお知らせし、相手方にその記録をレ
シートと併せて保存してもらう

請求番号●●の請求
書につき、登録番号
は「T1234…」にな
ります

番号を教えてください

T1234…です

※ これらの取扱いは、令和５年９月末までに登録申請を行ったものの、令和５年10月１日までに登録番号の通知が届かなかった
場合の経過的な取扱いです。登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイ
スを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

そんな時は…

登録番号は『T1234…』となります。令和５
年10月１日から令和５年●月●日（通知を受
けた日）までの間のレシートをお持ちの方で
仕入税額控除を行う方におきましては、当
ページを印刷するなどの方法により、レシー
トと併せて保存してください。

10月１日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応と

買手の仕入税額控除について

………

インボイス発行事業者の登録申請中
です。登録は令和５年10月1日から
受けることになりますが、通知が届
いていないため、インボイスの交付
が遅れます。したがって当店では…

国税庁からのお知らせ

安心してください！

次のような対応が可能です

買手の対応は裏面をご覧ください。

売手の対応

ま
た
は

ま
た
は



国 税 庁 【法人番号】7000012050002

後でお知らせするとは言っていたけど…

登録番号なし

●月

31

事後的に交付されたインボイスや登録番号
のお知らせを保存することが必要です！

※ 保存できなかった場合、翌課税期間において仕入税額
控除を調整することとして差し支えありません。

↑ 
申告期限

事前にインボイス発行事業者の

登録を受ける旨が確認できたとき

は、仕入税額控除可能です！

基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が５千万円

以下の事業者は、令和５年10月１日～令和11年９月30日までの間、税込１万円未満の課

税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能（「少額特例」といいま

す）ですので、上記対応は不要です。

※ 「基準期間」とは、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいい、「特定期間」とは個人事業

者については前年１～６月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後６月の期間をいいます。

売手から登録番号のお知らせ
が届かないけど、仕入税額控除
していいのかな…？

お知らせは事後的に保存

できればいいのね！

１万円（税込）は、一回の

取引金額で判定しますので、

ご注意ください！

【具体例 ①】12月３日に５千円の
商品を購入し、12月10日に７千円
の商品を購入

【具体例 ②】12月10日に５千円
の商品と７千円の商品（合計１万
２千円）を同時に購入

１万円未満ならインボイス

の保存はいらないんだな！

特例の対象としてインボイス
の保存は不要

特例の対象外のためインボイス
の保存が必要

１商品ではなく、１回の取引が１万円

未満かで判断するってことか！

買手の対応


